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規 則

北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例の施行期日を定める規則をここに公布す
る。
平成２１年１０月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第８７号

北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例の施行期日を定める規則
北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例（平成２０年北海道条例第７８号）の施行期
日は、平成２２年４月１日とする。ただし、同条例第３条第２項の規定の施行期日は、この規
則の公布の日とする。
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